
1/5 

奥州市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

目次 目次 

第１章～第５章 略 第１章～第５章 略 

第６章 補則（第35条・第36条）  

附則 附則 

  

（基本方針） （基本方針） 

第２条 略 第２条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとと

もに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

 

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第118条の２第１項に規定

する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

 

  

（内容及び手続の説明並びに同意） （内容及び手続の説明並びに同意） 

第６条 略 第６条 略 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその

家族に対し、介護予防サービス計画（法第８条の２第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下

同じ。）が第２条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の

指定介護予防サービス事業者（法第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同

じ。）等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防サービス計

画（法第８条の２第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。）が第２条に規定する基本

方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得なければなら

ない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその

家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る担当

職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。 

 

４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第１項の規定による

文書の交付に代えて、第７項に定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文

書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術（デジタル社会形成

基本法（令和３年法律第35号）第２条に規定する情報通信技術をいう。）を利用する方法であって次に掲

げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合におい

て、当該指定介護予防支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

３ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第１項の規定による

文書の交付に代えて、第６項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文

書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法で

あって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。こ

の場合において、当該指定介護予防支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

５ 略 ４ 略 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用

申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 第３項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用

申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

７ 指定介護予防支援事業者は、第４項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようとするとき

は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容

を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、第３項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようとするとき

は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容

を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 
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奥州市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

(1) 第４項各号に規定する方法のうち指定介護予防支援事業者が使用するもの (1) 第３項各号に規定する方法のうち指定介護予防支援事業者が使用するもの 

(2) 略 (2) 略 

８ 略 ７ 略 

  

（サービス提供困難時の対応） （サービス提供困難時の対応） 

第８条 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が

通常時に当該指定介護予防支援を提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら

適切な指定介護予防支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定介護予防支援事業者の

紹介その他の必要な措置を講じなければならない。 

第８条 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が

通常時に当該指定介護予防支援を提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら

適切な指定介護予防支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定介護予防支援事

業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。 

  

（利用料等の受領） （利用料等の受領） 

第12条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援（法第58条第４項の規定に基づき介護予防サービス

計画費（同条第１項に規定する介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定介護予防支援事

業者に支払われる場合に係るものを除く。）を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料（介護予

防サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）の額と、介護予防サービス計

画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

第12条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援（法58条第４項の規定に基づき介護予防サービス計

画費（同条第１項に規定する介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定介護予防支援事業

者に支払われる場合に係るものを除く。）を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料（介護予防

サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）の額と、介護予防サービス計画

費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

  

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託） 

第14条 指定介護予防支援事業者は、法第115条の23第３項の規定により指定介護予防支援の一部を委託す

る場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

第14条 指定介護予防支援事業者は、法第115条の23第３項の規定により指定介護予防支援の一部を委託す

る場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

  

（法定代理受領サービスに係る報告） （法定代理受領サービスに係る報告） 

第15条 指定介護予防支援事業者は、毎月、国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和33年法律第192

号）第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）に対し、介護予防サービス計

画において位置付けられている指定介護予防サービス等のうち法定代理受領サービス（法第53条第４項

の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合

の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。）として位置付けたものに関する情報を

記載した文書を提出しなければならない。 

第15条 指定介護予防支援事業者は、毎月、市（法第53条第７項において読み替えて準用する法第41条第10

項の規定により法第53条第６項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会（国

民健康保険法（昭和33年法律第192号）第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同

じ。）に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対し、介護予防サービス計画に

おいて位置付けられている指定介護予防サービス等のうち法定代理受領サービス（法53条第４項の規定

により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該

介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。）として位置付けたものに関する情報を記載し

た文書を提出しなければならない。 

２ 略 ２ 略 

  

（運営規程） （運営規程） 

第19条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）を定めるものとする。 

第19条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）として次に掲げる事項を定めるものとする。 
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奥州市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

(1) 略 (1) 略 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 (2) 担当職員その他の従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項  

(7) 略 (6) 略 

  

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保） 

第20条 略 第20条 略 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、当該指定介護予防支援事業所の担当職員

によって指定介護予防支援を提供しなければならない。ただし、担当職員を補助する業務については、こ

の限りでない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、当該指定介護予防支援事業所の担当職員

によって指定介護予防支援の業務を提供しなければならない。ただし、担当職員を補助する業務について

は、この限りでない。 

３ 略 ３ 略 

４ 指定介護予防支援事業者は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、職場において行われ

る性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り担当職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければな

らない。 

 

  

（業務継続計画の策定等） 

第20条の２ 指定介護予防支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予

防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下こ

の条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。 

 

  

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第22条の２ 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所において感染症が発生し、又はまん

延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うこと

ができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に

周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備するこ

と。 

(3) 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための
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改 正 後 現   行 

研修及び訓練を定期的に実施すること。 

  

（掲示） （掲示） 

第23条 略 第23条 略 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定介護予防支援事業所

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代え

ることができる。 

 

  

（虐待の防止） 

第28条の２ 指定介護予防支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

(1) 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、担当

職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施

すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第30条 略 第30条 略 

２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次に掲げる文書又は記

録を整備し、その完結の日から２年間保存しなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次の各号に掲げる文書

又は記録を整備し、その完結の日から２年間保存しなければならない。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

  

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） （指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第32条 指定介護予防支援の方針は、第２条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づ

き、次に掲げるところによるものとする。 

第32条 指定介護予防支援の方針は、第２条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づ

き、次に掲げるところによるものとする。 

(1)～(8) 略 (1)～(8) 略 

(9) 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員が介護予防サービス計画の作成のために、利用者及びそ

の家族の参加を基本としつつ、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の

担当者（以下「担当者」という。）を招集して行う会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この号において「利用者等」という。）が参加する

場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）をい

う。以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護

予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

(9) 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員が介護予防サービス計画の作成のために、介護予防サー

ビス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者（以下「担当者」という。）を招集して

行う会議をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するととも

に、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求める

ものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求

めることができるものとする。 
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ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることがで

きるものとする。 

(10)～(14) 略 (10)～(14) 略 

(14)の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他

必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔
くう

機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報の

うち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師（以下この条において「主

治の医師等」という。）又は薬剤師に提供するものとする。 

 

(15)～(20) 略 (15)～(20) 略 

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスの利

用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなけれ

ばならない。 

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスの利

用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師（以下「主

治の医師等」という。）の意見を求めなければならない。 

(21)の２ 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サ

ービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

 

(22)～(28) 略 (22)～(28) 略 

  

第６章 補則  

（電磁的記録等） 

第35条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者並びに基準該当介護予防支援の

事業を行う者及び基準該当介護予防支援の提供に当たる者（次項において「指定介護予防支援事業者等」

という。）は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定

されるもの（第９条（前条において準用する場合を含む。）及び第32条第26号（前条において準用する場

合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定介護予防支援事業者等は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下この項におい

て「交付等」という。）のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定され

るものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的

方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 

 

  

（委任） 

第36条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 


